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安城市広告付き案内地図板等設置者募集要項 

 
１ 趣旨 

安城市では、財源の創出及び行政情報の広報手段を確保するため、市役所庁舎内に

広告付き案内地図板等を設置して、行政情報及び広告情報を掲載する企画について提

案していただける事業者を１者募集します。 

なお、応募される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お

申込みください。 

  

２ 設置の概要等 

（１）施設名称 

安城市役所本庁舎及び北庁舎 

（２）所在地 

安城市桜町１８番２３号 

（３）開庁日（時間） 

   月曜日から金曜日まで（午前８時３０分～午後５時１５分） 

   ※年末年始（１２月２９日～１月３日）及び祝日は閉庁します。 

 

３ 事業内容等 

（１）事業内容 

   安城市案内地図板、行政情報モニター、本日の相談内容モニター及び各階庁舎案

内板を作成・設置すること。なお、安城市案内地図板に所在する民間企業等の広告

主を募集し、広告を掲載することができます。ただし、行政情報モニター、本日の

相談内容モニター及び庁舎案内板に広告を掲載することはできません。 

（２）設置物の設置場所、規格及び設置台数 

  ア 安城市案内地図板Ａ（行政情報モニター２面、地図枠１面及び広告枠１面） 

（ア）場所  

本庁舎１階国保年金課前柱周り（別紙「庁舎レイアウト」） 

     ※設置スペースは、幅８７０ｍｍの柱周り４面とする。 
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（イ）規格  

１面当たり 縦２,１００ｍｍ×横１,１７０ｍｍ×奥行き１５０ｍｍ程度

（床及び柱面に固定すること。） 

（ウ）台数  

１台（４面） 

  イ 安城市案内地図板Ｂ（行政情報モニター２面及び地図枠１面） 

（ア）場所  

北庁舎１階エレベーター前壁面（別紙「庁舎レイアウト」） 

 （イ）規格  

行政情報モニター部分 

１面当たり 縦２,１００ｍｍ×横８００ｍｍ×奥行き１５０ｍｍ程度 

地図枠部分 

１面当たり 縦２,１００ｍｍ×横９００ｍｍ×奥行き１５０ｍｍ程度 

合計 

縦２,１００ｍｍ×横２,５００ｍｍ×奥行き１５０ｍｍ程度（床及び壁面に

固定すること。） 

（ウ）台数 

１台（３面） 

 ウ 本日の相談内容モニター（可動式タイプ） 

 （ア）場所 

北庁舎１階相談室前（別紙「庁舎レイアウト」） 

（イ）規格  

縦２,１００ｍｍ×横９００ｍｍ×奥行き１５０ｍｍ程度 

（ウ）台数 

１台（１面） 

  エ 庁舎案内掲示板（非電照式） 

  （ア）場所 

本庁舎２階・３階及び北庁舎２階～７階の各階既存の筐体に設置（別紙「庁

舎レイアウト」） 

（イ）規格  

本庁舎２階・３階及び北庁舎２階・３階 

１面当たり 縦７４０ｍｍ×横８５０ｍｍ程度 ４台 
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     北庁舎４階～７階  

１面当たり 縦１２００ｍｍ×横８００ｍｍ程度 ４台 

  （ウ）台数 

計８台（各１面） 

※広告付き案内地図板等の設置に際し、必要に応じて、設備に意匠を施す等、

景観を損なわないよう考慮するとともに、安城市と協議を行い、安城市の

指示に従って設置を行うこと。また、既存の設備等が障害となる場合、安

城市が許可した場合は、既存設備の移動又は撤去を行うことができる。た

だし、これに係る一切の費用については、事業者が負担するものとする。 

（３）設置期間 

   令和４年１月４日から令和８年１２月２８日まで 

  ※撤去は令和８年１２月２９日以降に実施すること。 

 

４ 掲載広告 

（１）「安城市広告掲載実施要綱」を遵守し、事業者が募集及び作成すること。 

（２）広告を掲載する場合は、事前に次のアからエまでの内容について、安城市の承諾

を受けること。 

  ア 広告主の情報（名称、住所、連絡先等） 

  イ 掲載予定の広告 

  ウ 掲載開始日 

エ 広告主が安城市の市税及び料金等を滞納していないことを安城市が確認する

ことの同意書 

 

５ 申込資格 

（１）事業者として充分な資力、信用、経験及び管理運営能力を有し、広告付き案内地

図板等の作成及び設置業務について、地方自治体、公共施設で実績のある法人であ

ること。 

（２）安城市条件付き一般競争入札実施要綱に規定する市内、準市内又は県内の業者で

あること。 

（３）次の税金が未納でないこと。 

  ア 国税 

  イ 愛知県税 
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  ウ 安城市税 

（４）次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する営業又はこれに類する業種 

イ 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する業種又はこれに

類する業種 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により、市における一般競争入札の参加を制限さ

れている事業者 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定するものをいう。）又は暴力団の構成員が関与してい

る事業者 

オ その他市長が適当でないと認める業種又は事業者 

 

６ 提出条件・仕様について 

（１）提案金額 

安城市に支払う広告掲出料を１年当たりの総額（税抜）で記載すること。 

（２）仕様 

  ア 安城市案内地図板Ａ及び安城市案内地図板Ｂ 

（ア）安城市案内地図板本体 

    ａ 明るさの調整が可能なＬＥＤ内照式とすること。 

    ｂ 来庁者に危険が及ばないよう充分な転倒防止処置をすること。    

ｃ 色合いについては、安城市と事業者決定後に協議の上決めること。 

  （イ）行政情報モニター部分の仕様 

    ａ 有線によるネットワーク回線を使用し、市役所本庁舎２階行政課事務室で

データ更新を行うことができる方法によるものとすること。 

ｂ モニターサイズは４７インチ以上とし、離れた場所からでもわかりやす

いものとすること。 

（ウ）地図枠部分の仕様について 

    ａ 最新の国土地理院の地図をベースに作成すること。 

    ｂ 色彩障害者に配慮した配色等であるバリアフリーデザインとすること。 

    ｃ 地図は「安城市全域図」とすること。 
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    ｄ 公共施設等安城市が指定する地点をわかりやすく表示すること。 

    ｅ 公共施設等の新設、変更があった場合は、可能な限り適時に更新すること。 

    ｆ 地図上に広告の表示をすることができる。 

（エ）広告枠部分の仕様について 

    ａ 地図上に広告主の表示を行う場合は、広告主と広告枠の広告が見つけやす

くなるよう座標表示、番号で一致させること。 

    ｂ 本体内に収まる大きさで作成をし、一枠が極端に大きくならないようにす

ること。 

（オ）その他 

    ａ 携帯電話によるＱＲコードの読み取り等により、モバイルサイトとの連携

が可能なものとすること。 

    ｂ モバイルサイトには公共施設案内、ルート案内等を表示するものとし、安

城市が提供する内容に従い、事業者においてサイトを作成すること。 

イ 庁舎案内板の仕様について 

  （ア）既存の筐体に設置する庁舎案内フィルムを１枚ずつ作成・設置すること。 

（イ）内容については安城市と協議の上、レイアウトを作成すること。 

（３）本日の相談内容モニターの仕様について 

ア 有線によるネットワーク回線を使用し、市役所北庁舎１階相談室でデータ更新

を行うことができる方法によるものとすること。 

イ モニターサイズは４７インチ以上とし、離れた場所からでもわかりやすいもの

とすること。 

（４）使用上の制限 

  ア 当該事業に係る設備を設置する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供

することはできない。 

  イ 広告主及び掲載する広告の内容については、「安城市広告掲載実施要綱」に適

合するものとし、あらかじめ安城市の承認を受けること。 

ウ 地図上の広告主の表示内容やモニター等の広告掲載内容については、事前に安

城市に提出し、承諾を受けること。 

（５）維持管理等 

  ア 電照時間は、タイマー等により午前８時１５分から午後５時３０分までとする

こと。 
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  イ 破損・汚損や公共施設、庁舎案内等の変更及び広告主の変更・移転等について

のメンテナンスをその都度行うこと。 

ウ トラブルや消耗品補充等、問合せやクレーム等に対しては、週末や休日にかか

わらず２４時間対応が可能であること。 

エ ６（２）の内容に変更が生じた場合は、年度切替時（３月末）に安城市と協議

の上、更新すること。 

（６）その他必要経費等 

   安城市案内地図板、行政情報モニター、本日の相談内容モニター及び各階庁舎案

内掲示板の作成・設置、維持管理、撤去等に要する経費及び原状回復に要する費用

は、事業者の負担とする。また、必要な電気料金についても、事業者の負担とする。 

 

７ 広告掲出料等の支払方法 

（１）広告掲出料 

   広告掲出料については、四半期の開始月（４月、７月、１０月及び１月）ごとに

支払うものとし、安城市の発行する納入通知書により、請求から１ヶ月以内に支払

うこと。なお、支払額は、１年当たりの広告掲出料を４で除した額とし、端数が生

じた場合は、各年度の最終支払月にて調整する。 

  ※契約初年度は１月を、最終年度は４月、７月及び１０月を支払月とする。 

（２）電気料金については、１ヶ月単位とし、安城市の発行する納入通知書により、請

求から１ヶ月以内に支払うこと。 

電気料金の計算方法は３（２）に掲げる物品（エ 庁舎案内掲示板（非電照式）

を除く。）の定格消費電力（w）の合計値を１０００で除したものに電照時間（１

日９.２５時間×開庁日数）を乗じ、これに市役所庁舎の電気料金単価（kwh）を

乗じた金額とする。 

 

８ 申込方法 

（１） 申込受付期間 

 ア 持参する場合 

令和３年１０月８日（金）から同月２２日（金）までの午前８時３０分から午

後５時１５分まで（ただし、土曜日、及び日曜日を除く。） 

  イ 郵送する場合 

一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により令和３年１０月２２日（金）必
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着 

（２）提出先 

  安城市役所総務部行政課庶務係 

（３） 提出書類 

ア 安城市広告付き案内地図板等設置事業参加申込書 

イ 価格提案書 

ウ 商業登記の現在事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

エ 国税、地方税及び市税それぞれの未納の税額がないことの証明書の写し（納税

証明書等） 

オ 広告付き案内地図板等設置事業詳細（行政情報モニター、本日の相談内容モニ

ター及び庁舎案内掲示板には広告を掲載することはできません。） 

（４）応募資格の確認について 

    提出された書類は安城市が審査し、この募集要項に定める条件を満たし、利用上

支障がないかを確認する。条件を満たさないと判断した場合、正当な理由なくして

指定する期日までに契約の手続を申請しなかった場合又は虚偽の記載があったこと

が判明した場合は、応募資格不備と判断して、受付を取り消し、その旨を後日通知

する。 

 

９ 事業者の選定結果について 

（１）契約の相手方を決定するに当たっては、提案金額（広告掲出料）が最も高かった

者とします。ただし、その者が辞退した場合は、次点の者とします。 

（２）事業者の選定結果については、令和３年１０月２９日（金）までに決定した事業

者宛てに通知します。 

（３）提出された申請書類等については、選定結果にかかわらず一切返還しませんので

ご了承ください。 

（４）決定された事業者は、安城市と当該事業に係る契約を取り交わすものとします。 

（５）この募集要項に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、安城市契約規則等の

関係法令に定めるところによって処理します。 

（６）現地説明が必要な場合は、行政課庶務係と日程調整をしてください。 

（７）契約保証金は免除します。 

 

 
【問合せ先】安城市役所 総務部行政課庶務係 富田 

〒446-8501 安城市桜町１８番２３号 安城市役所北庁舎７階 

電話：（０５６６）７１－２２０８ ＜直通＞ 

FAX：（０５６６）７６－１１１２ ＜代表＞ 


